
 

 １審判決文（これが１審判決文で無い場合は、公文書偽造。但し日付等は消してある。） 
 
  原告 ⇒ 原告 
  被告 ⇒ 株式会社セントラルマーケット 
 
１審の進め方 
 １審は、株式会社セントラルマーケットの広告媒体 Ｕｓｉｄｅ を訪れる訪問者が、広告リンクをク
リックするだけで全く読んでいないと言う点を基点にし裁判を行った。 
 裁判の途中で、株式会社セントラルマーケットの詐欺手法が全て把握できたが、その手法については

１審では一切記述しなかった。 
 
 記述しなかった理由は、精神的にも体力的にも限界で早く裁判を終結させたかった為。 
 Ｕｓｉｄｅからの訪問者が、広告リンクから原告サイトへ移動して直ぐにアクセスを遮断する事を証

明した為に、これで勝てるかな？と思っていたが甘かった。 
 
 しかし、裁判官の思考傾向なども考慮して、２審で全てを明かして良い結果となったと思う。例え、

１審で２審内容を提出していても負けていたと思う。それだけ裁判官の資質は重要要素となる。 



 



 



 

何を証拠に認定したの？ 

 



 

 


